
島根県営繕工事における週休２日促進工事（Q＆A）
＜対象外期間の取り扱い＞
原則、
・年末年始休暇期間
１２月２９日～
１月３日までの６日間

（土日含む）
・夏季休暇期間
土日以外の任意の３日間
（基本はお盆の期間）

令和６年度
現場代理人との意見交換会


